
大山崎町民設放課後児童クラブ施設整備費補助金交付要綱 

令和５年１２月１日 

告示第６６号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第６

条の３第２項に基づく放課後児童健全育成事業の推進を図るため、予算の範囲内におい

て大山崎町民設放課後児童クラブ施設整備費補助金（以下「補助金」という。）を交付す

ることについて、大山崎町補助金等の交付に関する規則（昭和４６年規則第１６号）の

規定によるほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援施設整備交付金の

交付について（令和５年８月２２日こ成事第４５３号こども家庭庁長官通知）の別紙「子

ども・子育て支援施設整備交付金交付要綱」（以下「国交付要綱」という。）の例による。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の対象となる事業は、法第３４条の８第２項に基づき町長に事業開始を届

け出た事業者（以下「事業者」という。）が放課後児童クラブ施設を整備する事業であっ

て、次に掲げる要件を満たすものとする。 

（１）大山崎町内において整備を行い、５年以上継続して放課後児童健全育成事業を実施

すること。 

（２）大山崎町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年条例第１３号）第９条第２項に規定する専用区画に関する基準（おおむね１．

６５平方メートル以上）を満たしていること。 

（３）子ども・子育て支援施設整備交付金の交付にかかる事前協議を経て国の内示を受け

た事業であること。 

（補助対象経費等） 

第４条 補助金の対象となる経費及び基準額は、別表に定めるところによる。ただし、次

に掲げる費用については、補助金の対象としない。 

（１）土地の買収又は整地に要する費用 

（２）既存建物の買収（既存建物を買収することが建物を新築することより効率的である

と認められる場合における当該建物の買収を除く。）に要する費用 

（３）職員の宿舎に要する費用 

（４）門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路等の外構整備に要する費用 

（５）その他整備費として適当と認められない費用 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、別表に掲げる整備区分に応じ、基準額と対象経費の実支出額とを

比較して少ない方の額を選定し、この額と総事業費から当該事業に係る補助金以外の収



入額（ただし、その費用のための寄付金があるときは、当該寄付金の額を除く。）を控除

して得た額とを比較して少ない方の額に補助割合を乗じて得た額とする。ただし、その

額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

（事前協議及び内示） 

第６条 補助金の交付を受けようとする事業者は、別に定める期日までに施設の整備に関

する計画について町長と協議しなければならない。 

２ 前項の協議をしようとする事業者は、大山崎町民設放課後児童クラブ施設整備計画事

前協議書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。 

（１）申請予定額算出内訳書 

（２）事業計画書 

（３）収支予算書 

３ 町長は、前項の書類を審査し、施設整備の内容が適当であると認めた場合は、大山崎

町民設放課後児童クラブ施設整備費補助金内示通知書（様式第２号）により補助金の交

付及び補助金の額を内示する。 

（交付の条件） 

第７条 町長は、第６条第３項の規定による内示を行う場合には、補助金の交付の条件と

して、次に掲げる条件を付するものとする。 

（１）事業に要する経費の配分の変更をする場合には、町長の承認を受けなければならな

い。 

（２）事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、町長の承認を受けなければなら

ない。 

ア 建物の規模又は構造（施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。） 

イ 建物等の用途 

（３）事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。 

（４）事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速

やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。 

（５）事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得

し、又は効用の増加した価格が単価３０万円以上の機械及び器具については、補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下

「適正化法施行令」という。）第１４条第１項第２号の規定によりこども家庭庁長官が

別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの交付金の交付の目的に

反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しては

ならない。 

（６）町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の

全部又は一部を町に納付させることがある。 

（７）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、



善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければな

らない。 

（８）事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、

契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。 

（９）事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契

約手続の取扱いに準拠しなければならない。 

（１０）この交付金に係る交付金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄

付金配分金又は公益財団法人ＪＫＡ若しくは公益財団法人日本財団の補助金の交付を

受けてはならない。 

（１１）前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める条件。 

（補助金の交付申請） 

第８条 第６条第３項の規定による内示を受けた事業者は、大山崎町民設放課後児童クラ

ブ施設整備費補助金交付申請書（様式第３号）を指定された期日までに町長に提出し、

補助金の交付を申請しなければならない。 

（補助金の交付決定） 

第９条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と

認めたときは、予算の範囲内において補助金を決定し、当該申請者に対し大山崎町民設

放課後児童クラブ施設整備費補助金交付決定通知書（様式第４号）により通知するもの

とする。 

（変更の申請） 

第１０条 補助金の交付を申請した事業者は、第７条第１号又は第２号に定める事項を変

更しようとするときは、大山崎町民設放課後児童クラブ施設整備費補助金事業変更承認

申請書（様式第５号）を、当該事業計画の中止又は廃止をしようとするときは、大山崎

町民設放課後児童クラブ施設整備費補助金事業中止（廃止）承認申請書（様式第６号）

を指定された期日までに提出し、町長の承認を受けなければならない。 

（実績報告） 

第１１条 補助金の交付決定を受けた事業者は、事業終了後、大山崎町民設放課後児童ク

ラブ施設整備費補助金実績報告書（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて指定された

期日までに町長に提出しなければならない。 

（１）精算額算出内訳書 

（２）事業報告書 

（３）収支決算書 

（補助金の額の確定等） 

第１２条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、報告書の内容を審査する

ほか、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確

定し、大山崎町民設放課後児童クラブ施設整備費補助金交付額確定通知書（様式第８号）



により報告書を提出したものに通知するものとする。 

（補助金の交付請求） 

第１３条 補助金交付額の確定通知を受けた事業者は、大山崎町民設放課後児童クラブ施

設整備費補助金交付請求書（様式第９号）を町長に提出し、補助金の交付を請求しなけ

ればならない。 

（補助金の交付） 

第１４条 町長は、第１３条の規定による補助金の交付請求を受け付け、審査の上、適当

と認めたときは、当該請求者に補助金を交付する。 

（消費税等に係る仕入控除税額の報告） 

第１５条 補助金の交付を受けた事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の

申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、

速やかに町長に報告しなければならない。なお、補助金の交付を受けた事業者が全国的

に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であって、自ら消費税及び地

方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告を

行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。 

２ 前項の報告があったときは、町長は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

の全部又は一部を町に納付させることがある。 

（立入検査） 

第１６条 町長は、補助金の執行の適正を期し、補助事業の円滑な推進を図るため、その

職員に、補助対象の施設若しくは事務所に立ち入り、事業の状況若しくは帳簿、書類そ

の他の物件を検査させ、又は関係者に質問若しくは必要な指示をさせることができる。 

（帳簿等の整備） 

第１７条 補助金の交付を受けた事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかに

した帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理しておかなければならない。 

２ 補助金の交付を受けた事業者は、町長から前項の帳簿等の提出の指示があったときは、

当該帳簿等を速やかに提出しなければならない。 

（書類の保管） 

第１８条 補助金の交付を受けた事業者は、当該補助事業に係る帳簿及び証拠書類を事業

の完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属

する年度の終了後５年間保管しなければならない。ただし、事業により取得し、又は効

用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する

日又は適正化法施行令第１４条第１項第２号の規定により、こども家庭庁長官が別に定

める期間を経過するいずれかの遅い日まで保管しておかなければならない。 

（補助の取消し等） 

第１９条 町長は、補助金の交付を受ける事業者あるいは受けた事業者が次の各号のいず

れかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は期限を



定めて既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。 

（１）この要綱の規定に違反したとき。 

（２）補助金を目的外に使用したとき。 

（３）虚偽その他不正な行為により補助を受け、又は受けようとしたとき。 

（４）町長の承認を受けずに事業を変更し、若しくは中止し、又は事業の遂行の見込みが

ないとき。 

（５）当該事業支出額が予算額に比べて減少したとき。 

（６）その他町長が不適当と認めたとき。 

（町長の指示） 

第２０条 町長は、補助金の使用について、必要な指示をすることができる。 

附 則 

 この要綱は、令和５年１２月１日から施行する。 

別表 

整備区分 種目 基準額 対象経費 補助割合 

創設及び改築 本体工事費 

賃借料加算 

特殊付帯工事費 

解体撤去工事費

及び仮設施設整

備工事費 

国交付要綱に規定する基準額、対象経費及び

負担割合（補助割合は設置者を除く国、都道

府県及び市町村の負担割合を合計した割合）

拡張 本体工事費 

賃借料加算 

特殊付帯工事費 

大規模修繕 本体工事費 

特殊付帯工事費 

仮設施設整備工

事費 


